
令和5年3月13日 
株式会社ホームラボ 

マスク着用ガイドライン 

令和5年3月13日以降、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることになりまし
が、ホームラボでは今後もお客様・スタッフの感染対策として以下の場合は、基本的にはマスク着
用行います。また、下記にない場合でも感染を広げないために個人にて適切な判断の上行動を行
います。 

◯マスク着用 
・お客様、業者様等外部の方との対面での面談・打ち合わせ時 

その他、マスク着用については厚生労働省発表の「令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方に
ついて」に従うものとします。 

参考ページ　厚生労働省「マスク着用について」 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html　　　　 
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